
上尾市立小・中学校通学区域審議会について 

 

 

  通学区域の編成に関し、基本的かつ総合的に調査審議する機関として「上尾市立小・中学校

通学区域審議会」を設置しております。 

  審議会では教育委員会の求めにより、通学区域の編成について、調査審議を行い、教育委員

会に答申を行います。（審議会条例第１条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

学区域見直し等に係る最近の取組み 

・平成２４年度（平成 24年 10月１日指定校変更） 

 

 

・平成２５年度（平成 26年１月１日指定校変更） 

 

・平成２６年度（平成 27年４月１日指定校変更） 

 

・平成２８年度（平成 29年４月１日指定校変更） 

 

                      

・平成２９年度（平成 29年 10月 1日指定校変更） 

 

・平成２９年度（平成 30年４月 1日学区調整区域廃止） 

 

・平成３０年度（平成３１年４月１日指定校変更） 

 

 

・平成３１（令和元）年度（令和 2年４月 1日指定校変更）      

地頭方及び壱丁目の各一部区域における指定校変更 

地頭方 大谷小・南中学校→平方東小・太平中学校 

壱丁目 今泉小・大谷中学校→平方東小・太平中学校 

西宮下三丁目における指定校変更 

上尾中学校→南中学校 

大字小泉及び浅間台三丁目の一部区域における指定校変更 

大石小・大石中学校→西小・西中学校 

大谷地区の一部区域における学区調整（MNO）区域新設 

一部区域 指定校 大谷小 選択校 今泉小・鴨川小 

一部区域 指定校 南中 選択校 大谷中 

本町四丁目 10番における指定校変更 

東小学校→中央小学校 

本町五丁目１〜７番における学区調整（D）区域廃止 

選択校 中央小学校（廃止） 

中分一・二丁目の通学区域に学区調整（P）区域新設 

指定校 大石小・大石中学校  

選択校 大石南・大石南中学校 

大谷地区の一部区域における学区調整（Ｎ）区域廃止 

選択校 今泉小学校（廃止）→指定校 今泉小学校 
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